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■横浜市南部汚泥資源化センター下水汚泥燃料化事業／入札説明書等変更対照表 
書類

名 
別 頁 第 章 節 号 大 中 小

項目

名 
変更前 変更後 

入 札

説 明

書 

 4 2 1 オ （ァ） a  建 設

負 担

金 

・・・分割で支払う予定である。 

支払方法は以下のとおりとする。 

選定事業者は、各年度における市のサービス購入

料Ａ１の支払に先立ち、当該年度の出来高に基づ

く支払額のうち交付金受領予定額を除く額を、市に

対して建設負担金として支払う。具体的な選定事

業者の建設負担金支払日時は、市と選定事業者

が協議して定める。その後、市は国から市に対して

交付された交付金（サービス購入料Ａ１）と、選定

事業者から市に支払われた建設負担金相当額を

併せて、支払う。なお、当該年度の出来高に基づく

支払額は、横浜市契約規則（昭和 39 年横浜市規

則第 59 号）第 79 条に基づき計算する。 

交付金（＝サービス購入料Ａ１）＋建設負担金相当

額＝出来高に基づく支払額 

また、選定事業者が前払保証を行うことによ

り、・・・ 

 

・・・分割で支払う予定である。 

当該年度の出来高に基づく支払額は、横浜市契約

規則（昭和 39 年横浜市規則第 59 号）第 79 条に基

づき計算する。 

また、選定事業者が前払保証を行うことによ

り、・・・ 

 

入 札

説 明

書 

 5 2 2     建 設

負 担

金 

また、事業契約締結時の契約金額は、「本事業の

設計に関する業務、建設に関する業務及び管理運

営に関する業務の対価」にサービス購入料Ａ１支

また、事業契約締結時の契約金額は、「本事業の

設計に関する業務、建設に関する業務及び管理運

営に関する業務の対価」となる。 
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書類

名 
別 頁 第 章 節 号 大 中 小

項目

名 
変更前 変更後 

払時の「建設負担金相当額」を加算した金額とな

る。 

 

入 札

説 明

書 

 14 4 1     入 札

ス ケ

ジ ュ

ール 

平成 23 年９月 20 日～平成 23 年９月 27 日 

入札説明書等に関する質問の受付（第二次） 

平成 23 年９月 20 日～平成 23 年９月 29 日 

入札説明書等に関する質問の受付（第二次） 

入 札

説 明

書 

 16 4 2 (3) イ   受 付

期 間
平成 23 年９月 20 日午前９時から平成 23 年９月

27 日午後５時まで（必着） 

平成 23 年９月 20 日午前９時から平成 23 年９月 29

日午後５時まで（必着） 

入 札

説 明

書 

 20 4 2 (6) ア    様式 6-26 見学者対応計画に関する提案 様式 6-26 管理運営上の副産物の扱いに関する

提案 

入 札

説 明

書 

1 38 1 （2） ア （ウ）   建 設

負 担

金 

・・・請求書を提出する。 

選定事業者は、各年度における市のサービス購入

料Ａ１の支払に先立ち、当該年度の出来高に基づ

く支払額のうち交付金受領予定額を除く額を、市に

対して建設負担金として支払う。具体的な選定事

業者の建設負担金支払日時は、市と選定事業者

が協議して定める。その後、市は国から市に対して

交付された交付金（サービス購入料Ａ１）と、選定

事業者から市に支払われた建設負担金相当額を

併せて、支払う。なお、当該年度の出来高に基づく

・・・請求書を提出する。 

当該年度の出来高に基づく支払額は、横浜市契約

規則（昭和 39 年横浜市規則第 59 号）第 79 条に基

づき計算する。 
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書類

名 
別 頁 第 章 節 号 大 中 小

項目

名 
変更前 変更後 

支払額は、横浜市契約規則（昭和 39 年横浜市規

則第 59 号）第 79 条に基づき計算する。 

交付金（＝サービス購入料Ａ１）＋建設負担金相当

額＝出来高に基づく支払額 

 

入 札

説 明

書 

1 42 2 （1） ア (ウ)   改 定

方法 

Pn＝Pn-1×(CIn-1/CIx) ただし、｜(CIn-1/CIx)－1｜＞

3.0％ 

Pn＝Pn-1×(CIx / CIn-1) ただし、｜ (CIx / CIn-1)－1

｜＞3.0％ 

落 札

者 決

定 基

準 

 3 3 2 (3)    基 礎

審査 

市は、入札価格が予定価格の範囲内である入札

参加者を対象とし、当該入札参加者から提出され

た提案書類の各様式に記載された内容が、… 

市は、当該入札参加者から提出された提案書類の

各様式に記載された内容が、… 

様 式

集 

  4 1     建 設

負 担

金 

※４ なお、事業契約締結時の事業契約書の契約

金額は、上記１の「本事業の設計に関する業務、

建設に関する業務及び管理運営に関する業務の

対価」にサービス購入料Ａ１支払時の「建設負担金

相当額」を加算した金額となる。 

 

※４ なお、事業契約締結時の事業契約書の契約

金額は、上記１の「本事業の設計に関する業務、

建設に関する業務及び管理運営に関する業務の

対価」となる。 

 

様 式

集 

  4 2     建 設

負 担

金 

※６ 事業契約締結時の事業契約書の契約金額

は、上記１の「本事業の設計に関する業務、建設に

関する業務及び管理運営に関する業務の対価」に

サービス購入料Ａ１支払時の「建設負担金相当額」

※６ 事業契約締結時の事業契約書の契約金額

は、上記１の「本事業の設計に関する業務、建設に

関する業務及び管理運営に関する業務の対価」と

なる。 
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書類

名 
別 頁 第 章 節 号 大 中 小

項目

名 
変更前 変更後 

を加算した金額となる。 

様 式

集 

  5 2     建 設

負 担

金 

（建設負担金相当額の表） （削除） 

基 本

協 定

書

（案） 

 2  5

条 

2

項 

   …速やかに、当該契約書案の写しを、市に提出し

なくてはならない。 

…速やかに、当該契約書の写しを、市に提出しなく

てはならない。 

事 業

契 約

書

（案） 

 2 1  5

条 

 １

6

号

  建設に関する業務 入札説明書「第２ １（６）エ

（ア）a」に定める建設に関する業務をいう。但し、工

事監理業務は除く。 

建設に関する業務 入札説明書「第２ １（６）エ

（ア）b」に定める建設に関する業務をいう。但し、工

事監理業務は除く。 

事業

契約

書

（案） 

 13  31

条 

2

項 

   …実施後にその結果を市に報告するものとする。 …実施後にその結果を市に報告するものとする。

なお、市は事業者に対して合理的な範囲内で必要

な協力を行う。 

事 業

契 約

書

（案） 

 19 3 2 48

条 

    （負担金の支払） 

第 48 条 事業者は、設計・建設期間中、各事業年

度の出来高が確定された後、別紙５に従い、市に

建設負担金を支払う。 

２． 市は、事業者から建設負担金を受領したとき

は、別紙５に従い建設負担金相当額を事業者に支

[削除] 

なお、第 48 条以降の条文の番号を 1 つ繰上げ、引

用条文の番号もこれに伴い修正する。 
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書類

名 
別 頁 第 章 節 号 大 中 小

項目

名 
変更前 変更後 

払う。 

事 業

契 約

書

（案） 

 19 4 1 50

条 

3

項 

   事業者は、管理業運営業務の各業務の区分毎に

業務責任者を定めるものとし、 

事業者は、管理運営業務の各業務の区分毎に業

務責任者を定めるものとし、 

事 業

契 約

書

（案） 

 20 4 1 54

条 

1

項 

   また、事業者は、次の各号に掲げる者以外の者

に、当該各号に定める業務の実施の委託又は請

負を発注してはならない。 

また、事業者は、管理運営担当者以外の者に、管

理運営業務の実施の委託又は請負を発注しては

ならない。 

事 業

契 約

書

（案） 

 20 4 1 54

条 
2

項 

   …事業者は、当該各号に定める者以外の第三者

に管理運営業務の一部を実施させることができ

る。 

…事業者は、管理運営担当者以外の第三者に管

理運営業務の一部を実施させることができる。 

事 業

契 約

書

（案） 

 21 4 1 56

条 

1

項 

   市は、事業者の管理運営業務の更新状況及び本

施設の状況に関し… 

市は、事業者の管理運営業務の履行状況及び本

施設の状況に関し… 

事 業

契 約

書

（案） 

 32 6  95

条 

2

項 

   …事業者はその差額を、解除日から年３．１パーセ

ント％の割合による利息を付して、市の請求受領

後直ちに支払わなければならない。 

…事業者はその差額を、解除日から年３．１パーセ

ントの割合による利息を付して、市の請求受領後

直ちに支払わなければならない。 

事 業  33 6  97 6    ６ 市は解除前に第 48 条第１項により建設負担金 [削除] 



6 

書類

名 
別 頁 第 章 節 号 大 中 小

項目

名 
変更前 変更後 

契 約

書

（案） 

条 項 を事業者から受領しているときで、これに対する建

設負担金相当額が未払いのときは、事業者の請求

により、当該建設負担金相当額を速やかにに支払

う。 

事 業

契 約

書

（案） 

 36 9  109

条 

1

項 

   その定款に会計監査人及び監査役の設置に係る

規定を置き… 

その定款に監査役の設置に係る規定を置き… 

事 業

契 約

書

（案） 

 36 9  109

条 

2

項 

   事業者は、この契約の終了にいたるまで、会計監

査人及び監査役の監査を受け… 

事業者は、この契約の終了にいたるまで、公認会

計士及び監査役の監査を受け… 

 
 


